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要旨 

	 2014 年は STAP 細胞事件や文部科学省のガイドライン改定と研究不正に関して大きな
動きがあった。その中で研究機関の取組によって研究不正に対応していくといった方針が

採用された。しかし、研究者と組織は相容れないように思われる。その中で、一体なぜ研

究不正に対して、研究機関による取組を強化して対応しようという方針がとられるのだろ

うか。この理由を探るために、ガイドラインの方針が 2006 年から 2014 年で変化している
ことに着目し、どういった考えの変化が方針の転換をもたらしたのか、この変化は何を示

しているのかを明らかにする。そのために文部科学省のガイドライン策定に関する資料や

日本学術会議から研究不正対応のために提出された資料の分析を行った。さらには現在研

究不正対策のための取組を検討されている方へのインタビューを行った。  
	 以上の分析から一貫して浮かび上がってきたのは、日本における科学コミュニティの問

題意識が低く取組が乏しいという認識であった。このような現状は、内部の問題である研

究不正の問題を、職能共同体としての責任ではなく、説明責任として果たしていくといっ

た変化をもたらしつつある。研究不正への対応方針の変化が、職能共同体としての意識の

欠落を意味するとするならば、今後研究者の専門職集団としての地位に対する自覚を見直

していく必要があるのではないだろうか。  
 
 

Abstract  

 In 2014, it was the year when the problems related to research integrity were 
focused on such as STAP cell incident and a revision of guideline of Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). Research institution was 
focused on in a policy to keep research integrity in 2014. However, it seems to be 
unreasonable to focus on research institution because scientists may not act well as 
the member of organization. To answer why recent policy focused on the research 
institution, I tried to find out how the recognition of the science societies has changed 
during 2006 to 2014 and what this change imply. As research materials, documents 
about guideline from MEXT and documents about research integrity from Science 
Council of Japan were analyzed. Interview was also conducted to the person who deals 
with this kind of problems. 
     From these investigations, it was found out that scientists and science society 
have an attitude of indifference to research integrity. This causes that the origin of 
scientist’s responsibility to research integrity changes from professional consciousness 
to accountability. If this observation is true, it is needed to rethink about the 
self-awareness of scientist’s position to keep research integrity well. 
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1. はじめに 

1-1.	 本研究の出発点	 

	 はじめに、本論文を執筆するにあたって、研究不正への取組について違和感を覚えた経

緯について述べたい。  

	 私は、有機化学と分子生物学を専攻し、実験系の研究室に所属する。学部 4 年生から博

士課程進学と就職両方を視野に入れ研究に取り組んできた。博士進学を確定させていたわ

けではなかったが、学振特別研究員への応募も視野に入れ、それまでに研究を形にするこ

とやある程度の実績を作り上げることを目指し、多くの時間を実験に費やしてきた。  

	 こうした中で、2014 年 1 月に STAP 細胞に関する論文の発表を聞いた。詳細は省くが、

弱酸性などの刺激を体細胞に与えることで分化多能性を持った細胞を樹立できるといった

内容で、当初そんなことができるのかと半信半疑ではありながらも、Nature 誌に掲載され

たということは本当なのだろうという考えで、この論文を眺めていた。しかし、その後 2

月にはインターネット上で疑義が持ち上がり、3 月には一部で不正が認定された。その後

論文は撤回され、検証は同年 12月まで行われながらも STAP現象を確認することはできず、

重大な研究不正事件となった。  

	 この事件はマスコミでも大々的に取り上げられ、様々な問題を浮き彫りにしたが、中で

も私が気になったことは、発生・再生化学総合研究センター (以下、CDB)の解体や、理化

学研究所 (以下、理研 )の改革など組織が大きな批判の対象となったことだった。学生の身

ながらも私自身が研究の世界に対して抱いていたイメージは、「研究室」という単位で活動

しているというものであった。場所が必要な以上、当然どこかの機関に所属することには

なるだろう。しかし、研究資金等はそれぞれの研究室で教授達が獲得するものであったし、

友人と話をしていても研究室毎にルールや風潮が異なるのは当然のことだった。同じ学部

内の発表を聞いていても詳細まで把握するのは難しいことも実感していた。そのため、大

きな単位としても研究室、究極的には個人で責任を持つ以外は不可能だろうと考えていた。 

	 このような自分自身の感覚と、世間の動きに対する違和感、そして、組織改革という取

組によって研究不正を減らしていくことはできるのだろうかという疑問が、本研究の出発

点となっている。  

 
1-2.	 本論文の構成	 

	 以下に、本論文全体の構成を示す。まず第 2 節では、本論文の背景にある 2014 年の研究

不正に対する動きとして、STAP 事件の中で提出された研究機関について述べた 2 つの提

言書、及び文部科学省によって改定された新ガイドラインの内容を整理する。そして、そ

れらを踏まえた上で、本論文の目的を明らかにする。続いて第 3 節では、STAP 事件に対

して研究機関に注目して述べられていた意見や、ガイドラインに対する考察を先行論文等

からまとめた。第 4 節では、2 節と 3 節を踏まえた上で本研究の枠組みと方法について述

べる。第 5 節では、研究結果について報告する。続く第 6 節では、研究から導かれた結果

に考察を加える。第 7 節では全体の結論を述べる。そして最後第 8 節では、第 1 節で述べ

た研究の出発点に対して、どのような帰着を迎えたのかについて述べる。	 
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2. 背景と⽬目的 

	 本節では、研究不正で大きな動きがあった 2014 年の状況を、研究不正に対する取組等の

資料をまとめることで整理する。そのためにまず、STAP 論文の不正が認定された後に発

足した二つの第三者委員会による資料に注目し、これらを比較することで、研究不正に対

する対策を考える側と研究に携わる側で認識が異なっていたことを示す。続いて、2014 年

に改定された文部科学省のガイドラインを見ることで、現在研究不正に対して行政がどの

ような方針を採用しているのかについてまとめる。最後に、これらを踏まえた上で疑問点

を抽出し、本研究の目的を述べる。  

 
2-1.	 STAP 細胞事件において発表された二つの報告書	 

	 2014 年 3 月 31 日、理研の研究論文の疑義に関する調査委員会によって論文の一部に不

正が認定されたことを受け、理研の理事長は CDB センター長に対して、自己点検により

検証を行うことを求めた。これに基づいて外部委員で構成される第三者委員会である、

CDB 自己点検検証委員会(以下自己点検委員会)が発足し、2014 年 6 月 10 日に「CDB 自己

点検の検証について」（以下、CDB 報告書）を報告した (1)。また同時期に、「理研における

研究不正の防止及び高い規範の再生への取り組みについて実施状況等の確認及び必要な指

示を行う」ことを目的に、理事長を本部長とした外部有識者からなる、研究不正再発防止

のための改革委員会(以下、改革委員会)が発足し、2014 年 6 月 12 日に「研究不正再発防止

のための提言書」（以下、改革委提言書）を報告した (2)。この二つの報告書では、その目的

や射程に異なる点はあるが、両者ともに研究不正が発生した原因及び今後に向けての提言

を述べているため、これらを比較することで研究に携わった側の CDB 報告書と、研究不

正への対策を考える改革委報告書という構図で見ることができると考えた。  

	 まず、原因に対する考え方にズレがあったトピックをまとめた（表 1）。それぞれ、共著

者について、博士号について、データ管理について、ガバナンスについての 4 つを挙げる。

まず共著者については、改革委提言書では生データまで確認する義務があることや、相互

データ検証を行う責任があることなど多くの不備を指摘しているが、自己点検委員会では

共著者間の連携の不備が指摘されるだけとなっている。また、博士号については、自己点

検委員会では小保方氏について「博士号取得者としてひょう窃、重複、改ざん、ねつ造の

禁止についても十分に認識していてしかるべきである」として、博士号取得者としての責

任について言及が見られるが、改革委員会では博士号に関する言及は確認されなかった。

データ管理では、自己点検委員会が小保方氏個人の責任にのみ触れていることに対して、

改革委員会では小保方氏のデータ管理が杜撰であったことにふれながらも、「CDB はその

ようなデータ管理を許容する体制にあった」と組織の管理体制も批判している。最後にガ

バナンスについては、自己点検委員会が同一メンバーによる長期ガバナンスが独善を拡大

させた可能性を認めながらも、「意思疎通」、「科学的評価における観点の共有」、「信頼関係

の醸成」、「円滑な運営」において有効であったと述べるのに対し、改革委員会は「馴れ合

いを生む土壌」となったと一蹴する。  
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表 1	 改革委と自己点検位委員会の原因についての考え	 

 
「研究不正再発防止のための提言書」「CDB 自己点検の検証について」をもとに作成(1)(2)	 

	 続いて改革案として提言された内容について比較する。表に示すように大きく 2 つに分

けて整理した。まず倫理教育については、両委員会共に学生やポスドク、PI などすべての

研究者に対して取り組むことが重要であると述べる。しかし、その手段が異なっている。

自己点検委員会では、定期的に全体に対して研修を行いながらも、「PI による日常的な指

導、研究現場での個別ケースに対応した指導」を促し、PI 教育を強化する方針が述べられ

ている。一方改革委員会では、PI に注目するのではなく、研究公正推進本部（研究に精通

し、研究者行動規範にも精通し、内部の人物としがらみが生じていない人材からなる）が

担当すること、「理研全体での研究者倫理（社会的責任の自覚）の共有とカルチャーの醸成

を目的」にして研究倫理教育の「仕組み」を構築することを提言する。また、データ管理

の方法については、自己点検委員会が「PI は 1 次データに基づいて実験結果を確認し、得

られたオリジナルデータや標本の保存を支持すべき」とするのに対して、改革委員会では、

「実験データの記録・管理等に関する理研としての方針を定める」こと、「各研究組織ごと」

に「具体的なルールを定め」「実行について現場レベルで徹底する」こと、「すべてを各研

究室の PI の責任に委ねるのではなく」組織として「仕組み」を構築すること、「理研全体

として本部が、年限を決めて、データを一元的に保存・管理するシステムを整備する」こ

と、と述べられている。	  


�	��� B
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表 2	 改革委と自己点検委員会からの提言	 

 
「研究不正再発防止のための提言書」「CDB 自己点検の検証について」をもとに作成 (1 ) ( 2 )  

	 最後に改革委提言書と CDB 報告書の射程の違いにより比較はできないが、改革委員会

によって示された理研に対する認識及び改革内容を整理する。まず理研に対して、「研究不

正行為を抑止できなかった自らの組織の問題点や深刻な社会的疑義を惹き起こした責任に

ついての、自覚の欠如ないし希薄さが窺える」とし、このような「オーナーシップが希薄

な組織カルチャー」を変えるには、理研本体のガバナンスを変える必要があるとの認識を

示す。ガバナンス改革としては、1) 産官学から理事を登用すること、2) 研究担当理事を

増やし、生命科学を担当する理事を設置すること、3) コンプライアンス担当理事を産学か

ら経験ある人材とすること、4) 経営会議を設置すること、5) 各センターからの参加によ

る理事長の補佐体制を設置し、そのために定年制職員を導入すること、6) 監査機能を強化

することが挙げられている。  

 

2-2.	 STAP 事件の中改定された文部科学省のガイドライン	 

 	 2014 年の研究不正に関する大きな動きとして STAP 事件に加え、文部科学省の「研究

活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（以下、新ガイドライン）が改定

されたことが挙げられる (3)。この新ガイドラインは 2014 年 8 月 26 日付で文部科学大臣決

定によって公布された。続いて、新ガイドラインによって示された方針について整理する。  

	 文部科学省は、2006 年 8 月 8 日付で「研究活動の不正行為への対応のガイドラインにつ

いて	 –研究活動の不正行為に関する特別委員会報告書−」（以下、旧ガイドライン）を策

定していた (4)。しかし、その後も不正行為の事案が後を絶たなかったことから、2013 年 9

月に省内に設置された研究における不正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォース

（以下、TF）による検討の取りまとめ（以下、TF 中間取りまとめ）を公表した (5)。その後、

「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会

議（以下、協力者会議）により検討を重ね、2014 年 2 月 3 日に審議の結果をとりまとめた

（以下、審議まとめ）(6)。そして、STAP 事件の影響を受けて当初より策定が遅れながらも、

これらの検討を踏まえた新ガイドラインが策定された。2015 年 4 月 1 日からこのガイドラ

インは適用されており、現在我々はこのガイドラインに定められたルールのもとで研究を

P

��
��

B �� �� B
B

��

C I
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行っている。  

	 本ガイドラインにおいて注目されるのは、「研究機関が責任を持って不正行為の防止に関

わることにより、対応の強化を図ることを基本的な方針」として定めていることであり、

ガイドラインの中身でもそのための方法が規定されている。こうした方針となった理由に

ついては、第 1 節−5「研究者、科学コミュニティ等の自律・自己規律と研究機関の管理責

任」中にある、不正行為が起きる背景には「科学コミュニティにおける問題として自浄作

用が働きにくくなっている」との指摘もあるとし、「これまでの不正行為の防止に係る対応

が専ら個々の研究者の自己規律と責任のみに委ねられている側面が強かった」ためであり、

「研究者自身の規律や科学コミュニティの自律を基本としながらも、研究機関が責任を持

って不正行為の防止に」関わること、という記述が参考になる。  

	 第 2 節不正行為の事前防止のための取組ではより具体的な事柄が明記される。研究倫理

教育を実施する上では、各研究機関において「『研究倫理教育責任者』を設置し必要な体制

を整備」することが必要であるとし、また配分機関においては、所管する資金の配分によ

り行われる研究活動に参画する全ての研究者に研究倫理教育プログラムを履修させ、履修

証明などを提出させることで確実に実施させる取組を求めている。研究データの保存につ

いても、研究機関において一定期間の保存と、開示を義務づける旨の規程を定め実効的に

運用することを求めている。  

	 第 3 節では、上記したような内容等について研究・配分機関において規程や仕組み・体

制を適切に整備することを求める旨が記されている。  

	 第 4 節では、文部科学省によって定期的に研究機関に対して履行状況調査を行い、その

結果、体制整備に不備があることが確認された場合や、不正行為が確認された研究機関で

体制等の改善が必要とみなされた場合には管理条件が付され、その履行が認められない場

合は間接経費を一定割合削減するというペナルティが設けられることが記されている。  

	 そして最後の第 5 節では、文部科学省が今後取り組むべきことが述べられている。  

 

2-3.	 本研究の目的	 

	 以上 STAP 事件に対して公表された 2 つの委員会の報告書及び文部科学省の新ガイドラ

インを整理した。まず、自己点検委員会と改革委員会の報告書からは、不正に対する考え

方にズレがあることが確認される。  

	 自己点検委員会では、共著者の責任がそれほど強く求められておらず、博士号取得者と

して自身の研究に対して個人が持つ責任への言及が見られる。また、データ管理について

も組織的取組の重要性を考えている様子は見られず、専ら個人、もしくは研究室単位で管

理すべきことだという認識だと考えられる。つまり、研究は組織よりも個人による取組で

管理されるべきものとの考えが示唆される。あくまで外部委員による報告書であるため、

研究者感覚としてまとめてしまうことは憚れるが、私自身が当初抱いていた感覚に近いと

言える。また、この後 3 章で触れることになるが、自己点検委員会には竹市センター長等

CDB 側の意向が少なからず入っている可能性も示唆されており、研究者の感覚が強く出て

いるという認識は大きく外れていないと思われる。  

	 一方改革委員会の報告書では、共著者の責任を重視し、データ管理や倫理教育に対して
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組織的に取り組むべきだという主張が見られる。理研本体に対しても、ガバナンスを変え

る必要があるとして、多様な人材によるチェック機構を備えた仕組み作りによる対応が提

言されている。このようなことからも、個人や研究室という単位よりもより大きな研究機

関による組織的な取組を行うことで不正に対応しようという考えが示唆される。また、外

部からの意見も重視されており、研究者のみによる取組には限界があるとの認識があると

推測される。  

	 そして、文部科学省の新ガイドラインでは改革委員会の提言と近い内容が確認される。

産業界や官界などの外部の視点という記述は見られないが、研究者や科学コミュニティに

よる取組では限界があり、研究機関による組織的な取組を強めていくべきだという考えが

ある。また、倫理教育やデータ管理の方法についても改革委員会と同様の手段が提言され

ている。ガイドラインが策定された時期は事件後であるが、その検討は事件以前から行わ

れていたものであるため、改革委員会の提言がガイドラインの検討を参考に行われたと考

えるべきであろう。また、時期的なことを踏まえると組織的な取組を重視するという考え

方は、決して STAP 事件において理研という研究機関が注目されたために出てきたもので

はなく、そのルーツは事件以前にあり、むしろ今回の事件で研究機関がこれほどまでにピ

ックアップされた理由は、ある程度、不正に対して組織的取組が重要だという考え方が支

配的になっていた影響を受けていると考えるべきなのかもしれない。  

	 このように 2014 年の研究不正への取組に対する考え方は、現場レベルに近い研究者の考

え方と、現在採用されている組織的な取組を強化するという考え方の間でズレが生じてい

る。また現在、STAP 事件によって研究者による組織運営の難しさが示唆される状況にあ

る。それにもかかわらず、ガイドラインの改定に伴って研究機関による組織的な取組を重

視する方針へと変化しているのはなぜなのだろうか。本論文の目的はこの意味を探ること

にある。  

 

3. 研究不不正に対する先⾏行行研究等の意⾒見見 

	 研究者と組織について触れた記事に、経済評論家による「ビジネスマン的観点から見る

「理研」と小保方晴子氏」と大学教授による「STAP 細胞問題にみる個人 vs.組織	 研究者

の視点に立つと違った姿が見える」がある (7)(8)。前者では、「研究者個々の良心と自発性に

任せる、外部で査読される論文のみで成果を評価する、というのも一つの方針だろうが、

国から支出を受けている組織としては管理体制が無責任だと言わざるを得ない。」と述べら

れているのに対して後者では、ビジネス的視点ではなく研究者としての視点に立つと「研

究者ははっきり言って個人単位である」ため、「独立した研究者同士であれば、いくら歳の

差があって、指導責任なんてありえない」と述べられている。これらに従えば、例え研究

者といえども、税金を受けて研究をしている以上、研究者としてのルールで動くことは許

されないため、研究機関によって管理される必要があるということになる。しかし、研究

者が税金によって研究を行っている状況は、少なくとも日本において昔から変わらないは

ずであり、税金を受けているから研究機関の取組を強化するという理由は、変化したとい

う状況を説明しきれていない。  

	 改革委員会の提言書を分析した論考に、「科学のビジネス化」（木原 2014）がある (9)。こ
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の論考内では、研究不正のかなりの原因は、「競争的資金の拡大や任期制研究員の拡大など、

産学官連携強化に向かう今日の研究環境の流れ」にあるとし、改革委員会の報告書は、「産

学官連携強化に向かう研究環境・社会構造の今日の流れに、理研組織の構造や行動をどう

『適応させる』のかという、もっぱら問題を理研の研究組織に見る方向での改革・問題解

決策」でしかなく、「研究をめぐるこの社会構造を変えていかなければならないという、そ

ういった視点を欠いている」と批判される。この論考に従えば、研究機関の組織的な取組

が重視される理由を、科学研究の商業化に由来するものと考えられる。しかし、理研の運

営方針についての改革案に注目している点や、研究環境というマクロな視点からの分析で

あるため、同様に 2006 年からの変化として生じている機関重視の取組の由来には必ずしも

答えられていないと考える。  

	 また、変化を考察した論文に、文部科学省の定める新・旧ガイドライン（ここでの新ガ

イドラインは 2014 年 7 月 3 日に公表された「研究活動における不正行為への対応等に関す

るガイドライン（案）」）を中心に、日本における研究不正に関する指針や規程を扱った「我々

は研究不正を適切に扱っているのだろうか-研究不正規律の反省的検証-（上）（下）」（小林

2014）がある (10)(11)。（上）では、初めに日本における研究不正事件やそれに伴い整備され

る研究不正規律（論文中で、研究不正に関する政府レベルの指針や機関レベルの規程等が

このように定義される）の歴史が整理され、「日本で研究不正に対する対応方法が一定の形

をなして、わずかに 7,8 年を経たにすぎない」とし、「その考え方の枠組みは決して、自明

なものでも、歴史的に磨き上げられたものでもな」く、2014 年 9 月半ばの時点で「現在は、

日本における研究不正規律の見直し期にあたる」と述べられる。後半では米国の研究不正

に関する連邦規律が日本の研究不正規律の整備に影響を与えたとし、その「規則の内容の

変遷、特に研究不正に対する考え方の変遷」が吟味される。続いて、（下）では、米国との

比較によって日本の研究不正の課題を抽出する。そこでは、1）研究不正の定義を見直すべ

きであること、2）研究不正の故意性の認定基準が明確でないこと、3）再実験の効果、4）

証明責任や証明力の妥当性について、5）研究記録の保存について、6）研究記録の保存期

間について、7）告発の扱いついて、が挙げられている。中でも注目されるのは、4）と 5）

である。まず、4）では、日本における証明責任は被告発者に負わされているという米国と

の違いを指摘し、その根拠が「先人の業績を踏まえつつ、自らの発想に基づいて行った知

的創造活動の成果を、検証可能な根拠を示して、研究者コミュニティに仰ぐ」といった「研

究活動とその公表の本質」にあるとし、これらは研究活動の理想像ではあるが現実的では

ないとして、議論の余地があると指摘する。また、証明力については、法廷証拠主義では

なく調査委員会に委ねる自由心証主義が採用されている違いがあり、自由心証主義を採用

する根拠が明確でないことを指摘する。また 5）については、日本の研究不正の扱いを「研

究不正認定の規範論アプローチ」と呼び、「『作法としての研究記録』の規定を守らないこ

とは、研究者倫理又は研究者の行動規範に背馳する行為であるから、研究記録の不存在を

研究不正と『みなす』という論理」で不正認定が行われていると指摘する。そしてこれら

は、研究機関や大学が研究者の自律的コミュニティとしての性格を有しているから可能で

あることも指摘する。そして新ガイドラインでは、研究記録の保存の位置付けが、「研究者

の行動規範における義務的行為から、文科省の指針に則して機関によって定められる義務
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的行為へと変質」したことで「研究不正認定の共通規定アプローチ」が採用されていると

指摘する。このアプローチの中では、研究記録保存の義務が単純な規則ではなく、規範的

な理由を根拠として規定されているため、これを「研究者コミュニティの自律性へ行政が

干渉することを意味する」と述べ、別の論理でも実現できるのであれば、「あえて研究者コ

ミュニティの自律性の領分に行政が介入する必要性はない」と述べている。（下）をまとめ

ると、日本での取組には理想的で規範的な部分があり、それらが研究不正認定において問

題になると指摘されていることがわかる。しかし、こうした課題を米国との比較から指摘

しているのみで国内の研究者コミュニティの考え方が考慮されていない点や、ガイドライ

ン改定等の動きについても、旧ガイドライン策定以降研究不正に対する取組が見られなが

らも重大な研究不正事件が生じたためだと述べるにとどまっている。そのため、なぜこの

ような対応に変化したのかについては十分答えられていないと考える。  

 

4. 本研究の枠組みと⽅方法 

	 以上、研究不正を巡る 2014 年の状況とそれらに対する意見を整理してきた。その中で、

研究者の持つ感覚と、研究機関を重視して組織的に取り組むという方針が対立しており、

上手く行かないことも示唆される中で、なぜ研究機関による取組が重視されるようになっ

たのかという疑問点が浮上してきた。この研究機関重視の取組となった理由を示唆する意

見に、納税者に対する責任としてや、科学のビジネス化による競争的環境に適合するため

だとの意見があった。これらはいずれも間違っていないと思われる。しかし、2006 年から

取組が変化した、という状況を説明する十分な理由ではないと思われる。また、変化を分

析した論文でも、課題抽出とその改善案の提言を重視した内容になっていることや、国内

における科学コミュニティの動きを考慮していないことから、国内での研究不正という問

題への姿勢がどのようなものであったのかが十分に考慮できておらず、取組の変化が何を

示しているのかという視点から考察されてはいない。そこで、本論文では研究不正に対す

る姿勢や科学者へのまなざしに主眼をおいて分析することで、それらに関するどのような

変化が、研究機関の取組を重視する方針へとつながったのかを明らかにする。  

	 そのための方法として、まず研究機関を重視するガイドラインがこうした動きの中心に

あるとの考えから、ガイドラインを策定した文部科学省の動きや考えを探る。そのために、

新ガイドラインと旧ガイドラインの比較、またそれらを策定する過程で取りまとめられた

議事録を分析する。続いて、研究不正に対して科学コミュニティは、並行してどのような

対応を示してきたのかを知るために、科学コミュニティの代表機関とされる日本学術会議

の動きを探る。資料としては、日本学術会議のホームページにある「提言・報告等」の中

で研究不正に関して報告された資料を扱う。最後に、現在の研究不正への対応策に反映さ

れている視点の裏付けをとるために、大阪大学全学教育推進機構准教授の中村征樹氏への

インタビューを行った。中村氏は、新ガイドラインに向けての協力者会議の委員や、STAP

事件において改革委員会の委員、そして現在履行状況調査にも関わられている方である。  

	 文部科学省のガイドラインにみられる取組や考え方を軸にして、それらと日本学術会議

の対応関係を分析し、最後にそれらから導かれる分析を補助するために中村氏のインタビ

ューを用いる。  
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	 当然研究不正問題は巨大で複雑な課題であり、これらの資料だけから全容へと迫ること

は不可能である。そのため、副専攻の修了研究という本論文では、競争的環境等の研究不

正が発生する原因や、メディア露出といった社会からの関心の変化、この約 10 年間におけ

る事件との関連といった個別の社会的要因との相関を論じることには踏み込まない。ここ

で扱うものは、旧ガイドラインを策定した 2006 年における研究不正に対する科学者へのま

なざしと、様々な時代変化を経てガイドラインが改定された 2014 年における研究不正に対

する科学者へのまなざしを点と点で比較し、どのような変化があったのか、またなかった

のかを捉えようとする試みである。  

 

5.   分析結果 

5-1.	 文部科学省のガイドライン分析	 

	 文部科学省のガイドラインが研究機関による取組を重視するものとなった経緯やその理

由を探るために、2006 年 8 月 8 日に報告された旧ガイドライン、2013 年 9 月 26 日に報告

された TF 中間取りまとめ、2014 年 2 月 3 日に報告された審議まとめ、そして 2014 年 8

月 26 日に策定された新ガイドラインを表にまとめた (3)(4)(5)(6)。この際、「取組の変化」と、

その背景となる「考え方の変化」の二つの項目に分けて整理した。また、新・旧ガイドラ

インが策定されるまでにどういった議論が行われたのかについても、同様の項目ごとに議

事要旨をもとにまとめた (12)(13)(14)。  

 

[取組の変化]	 

1. 「研究倫理教育」について。まず研究倫理プログラム作成に対して行政が関与を始め

たという点で変化している。一方で、研究機関による組織的取組が重要であるとの考

えは 2006 年の時点で既に確認される。しかしその取り組み方については、2006 年の

機関の自主的な動きを待つ状態から、研究倫理教育責任者の設置を義務付けさせたり、

資金配分機関に対して確実に実施させたりと、上からの指示で確実に実施される状態

を作り出すものとなっている。教育内容については、協力者会議において詳細に決め

徹底させる必要があるとの意見も出ていたが、結果としては、機関に裁量権を与えた

状態になった。もう一点注目したいのは、教育対象である。2006 年は研究者に限られ

ていたものの、2014 年には研究支援人材も含め対象を拡大しており、研究不正問題が

研究者のみによって取り組まれるものではないと考えられるようになったことが示

唆される。指導者への教育の重要性は 2006 年から一貫して述べられていることが、

ガイドラインや議事要旨からわかるが、2006 年の特別委員会の意見では、指導者→若

手の流れで教育することが重要視され、研究機関から研究者への教育は確認されない

のに対して、2014 年には、機関による取り組みで若手に直接研究倫理を教育する方法

が出てくる。これらは、研究室や PI 等への考えが変化したことを示唆する。  

2. 「データの取り扱い」について。2006 年に作法として徹底するとの考えだったものが、

2014 年には義務付ける方向へとシフトしている。2006 年の議論では、規程に記すこ

とにすら抵抗が見られていることからすると、研究者の性質が変化していると考えて

いるのではないだろうか。具体的な内容については、パブコメで意見が出ながらも決
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めてはおらず、あくまで科学コミュニティの領域の問題として、日本学術会議に検討

を任せている。  

3. 「その他」の変化について。ガイドラインの適応範囲に関して、2006 年には基盤的経

費と研究活動との対応関係が不明確との理由で、競争的資金に限定し、基盤的経費に

ついての裁量権は研究機関に委ねていたが、2014 年にはその基盤的経費が関わる研究

活動までが対象となった。また、文部科学省の取組が増加している。2006 年にはガイ

ドラインを示し、ルール作りを促すだけだったのに対して、2014 年にはフォローアッ

プや調査研究等継続的に関わっていくことや、取り組みに対して監視を行っていく方

針を定めた。2006 年には、行政としてどこまで関与できるのかためらいを持っており、

「総合科学技術会議からの指令もあり、研究費に対してきちんとした対処の仕組みを

組み込んでおくことが、対外的な研究政策を持っている側の責任としても必要になっ

た」という 2006 年の議事要旨と比較すると、2014 年には文部科学省の姿勢が大きく

変化したと考えられる。その他、調査期間や調査体制の変化を見ると、客観性や透明

性、説明責任といったものがより求められるようになっている。  

 

[考え方の変化]	 

I. 「コミュニティ」について。2006 年、2014 年共に、研究者や科学コミュニティの自

律を基本とするという考え方に変化はない。しかし、研究機関の自主的な取組を促す

というものから、研究機関による対応の強化を図るという考えに変化しており、実際

ペナルティや監視が盛り込まれた新ガイドラインを見る限り、自己点検による自主的

な取組を促すというよりは、強制的に研究不正に取り組ませるという対応になってい

る。自主性には任せておけないとの考え方のようである。その背景には、「コミュニ

ティ」に実効性を持たせる力が乏しく、自浄作用が働きにくいという考えがある。た

だし、このこと自体は 2006 年の議事録内で、既に指摘されていることが確認でき、

2014 年の議事要旨では、学協会が会員資格を失効させても効力がないことが問題にさ

れている。表に出てくる旧ガイドライン内の記述では、「研究組織における問題とし

て、自浄作用が働きにくい」となっており、コミュニティが抜け落ちて 2014 年の考

えとは逆のように見える。これは、2006 年では議事内の事務局側の発言にあるように、

「研究者のモラルの問題はできるだけ研究者コミュニティで自律的にやっていただ

く話であろう」と考えていたためだと示唆される。しかし、TF 中間とりまとめを見

る限りでは、現在文部科学省は科学コミュニティを「内向き」で「閉鎖的」なものと

して捉えており、一定の関与が求められていると認識している。  

II. 「研究機関」について。実際に規程を策定し、研究者に対する働きかけを行うべき場

所は研究機関であるという考え方は 2006 年の時点で既に確認される。ただし、「各研

究機関において、かなり任さざるを得ない」といった発言が 2006 年の委員会におい

て出てくる程度で、明確な理由はわからなかった。また、研究機関としての責任は新

ガイドラインに見られる新しい特徴の一つであり、TF 中間とりまとめを見る限りで

は、コーポレートガバナンスの考え方を念頭に置いていることが示唆される。この項

でもう一点興味深いことは、2014 年 2 月の審議まとめでは不正行為発覚後の対応は多
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くの研究機関で適切に行われているとし、事前防止に向けて研究機関の対応を強化す

るという考えだったものが、8 月には、事前防止への限定は抜け落ち、不正行為への

対応へと変化している。これは、STAP 事件によって不正行為発覚後の対応にも問題

があると認識され、信頼が失われたためではないかと考えられる。  

III. 「研究者」について。ここでは、議事録内での意見を参考にする。2014 年の議事録か

らは、研究不正に取り組むべき立場にある研究者の興味関心が低いこと、あくまで不

正を行った個人の問題とし他人事のように捉えている者が多いことが指摘されてい

る。また 2006 年の議論では、研究者の性質が変化してきているとの意見が見られ、

このような性質の変化が不正の原因の一つだという考えがあったことが示唆される。

そしてもう一点、協力者会議内の議事録では PI が責任を担うことが重要であり、こ

のような記述を入れるべきだとの意見が出ている。しかし実際の新ガイドライン内で

は確認されない。TF 中間とりまとめ内の、研究室が外に開かれることには大きな期

待ができるという意見とあわせると、PI や研究室という考えが不正において問題視さ

れていることが示唆される。  

IV. 「第三者機関」について。2006 年の時点から設置するべきだとの意見が出続けている。

しかし 2006 年では想定していないとされていた。一方、ガイドライン見直しの出発

点である TF 中間とりまとめ内では、一定の関与を国または第三者機関によって行う

ことが想定された。しかし、ここでも実現していない。協力者会議の議事録内にある

「関連機関やコミュニティの体制が十分準備された状況でなければ現実的に難しい」

という意見がその理由ではないかと示唆される。ただし、将来的には公的な機関とし

て設置することも検討する必要があると述べられている。  

V. 「環境」について。一貫して競争的環境の激化が議論にのぼり続けている。パブコメ

からも改善要求が出ており、文部科学省の回答は今後の政策内で検討を図るというも

のであった。結局のところこの問題については、「そのような背景があるからといっ

て不正をやっていいということには当然ならない」と考えるにとどまっていると思わ

れる。  

VI. 「その他」について。科学と社会の関係の捉え方が 2006 年から変化していると思わ

れる。2006 年は国費の有効活用という点から、公正性の必要性が述べられているのに

対して、2014 年では国民からの信頼と負託が主張されるようになっている。また別の

点で興味深いのは 2006 年の議事録内で「予防策まできちんと書いた形で、罰則のよ

うなものまで含めて出すというのが多分仕方がない最後の手段ではないかと思う。」

という意見が出ていることである。新ガイドラインにおいて、未然防止のための取組

について規定され、監視及び罰則が盛り込まれたという現状と照らし合わせると、予

言的な発言である。  

 

	 以上が文部科学省の新・旧ガイドライン比較から導かれることである。研究機関による

自主的な取組から、研究機関に責任を課すことで確実に取り組ませるという方向へと変わ

ったことが最も大きな変化である。2006 年には、研究者の自主性への期待が大きく、文部

科学省としては積極的に関与したくはないという姿勢が強かったのに対して、2014 年は自
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浄作用に期待できないとし、一定の関与の必要性を述べている点から、より積極的になっ

ていることがわかる。取組の変化の裏には、科学コミュニティに対する考え方の変化があ

ることが明らかになった。  

表 3	 ガイドラインにおける取組についての比較	 
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表 4	 ガイドラインにおける各アクターに対する認識についての比較	 
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表 5	 議論のまとめ	 (トピック別)	 
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文部科学省の資料をもとに作成 (1 2 ) ( 1 3 ) ( 1 4 )  
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表 6	 議論のまとめ（意見別）	 
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文部科学省の資料をもとに作成 (1 2 ) ( 1 3 ) ( 1 4 )  

 
5-2.	 日本学術会議の動向	 

	 2006 年の時点では、研究不正の問題はあくまで科学コミュニティで取り組むべき問題で

あるといった認識が持たれていた。では、科学コミュニティにはどのような動きや考えの

変化があったのか、またなかったのか。過去の資料を分析する。  

	 はじめに、日本学術会議から公表された「提言・報告等」の中で研究不正に関するもの

を抜粋し、年表にまとめた（表 7） (15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(25)(26)(27)。一般に旧石器捏造事

件から日本における研究不正が問題になり始めたと言われている通り、2000 年以降に動き

が見られ、最初の資料は 2002 年に発表されている。表を見ると 2006 年までと 2013 年以降

で動きが見られる時期が二分している。どちらの時期においても文部科学省の取組以前に

日本学術会議の動きが先行しており、旧ガイドラインの前には「科学におけるミスコンダ

クトの現状と対策」で、新ガイドラインの前には「研究活動における不正の防止策と事後

措置」にて日本学術会議からの対策案が出ている (16)(16)。また、研究不正事件に対して会長

談話が発表されることがあるが、言及が見られる事件は 2004 年の理研での不正事件、東京

大学医科学研究所における不適正な研究発表問題、ノバルティスファーマのデータ改ざ

ん・利益相反事件、STAP 細胞事件となっている (18)(19)(20)(20)。2005 年 8 月 31 日のものにつ

いては、時期的に大阪大学医学部学生データ捏造事件を受けているとも考えられるが言及

はみられなかった (21)。2005 年の東京大学多比良研での不正事件や 2012 年の東京大学加藤

研での事件は有名ではあるが言及が見られない。一方で、研究不正事件としてはあまり取

り上げられることのない 2008 年の東京大学医科学研究所の事件について、狭間の時期にあ

りながら言及されていることは興味深い。この理由については分からなかった。  

)

)
-‐‑‒


���
�2,��������#&�����
�������%1����

⚪ ︎

-‐‑‒ (
+'������*��-��43����
����.���	�����)�/!��
�$"� 0�����

(

)



 
 

201 

表 7	 日本学術会議と文部科学省の動きまとめ	 

 
 

	 続いて資料の内容について整理する。資料としては、具体的な内容がみられる「科学に

おけるミスコンダクトの現状と対策」（2004 委員会報告）、「科学者の行動規範について」

（2006 声明）、「研究活動における不正の防止策と事後措置」（2013 提言）、「科学研究にお

ける健全性の向上について」（2015 回答）を選んだ (16)(16)(23)(23)。その他の資料に関しては補

助線として利用した。文部科学省のガイドラインとは、そもそもの主体が違うため同等の

比較はできないが、それぞれどういった立場の者が動くべきであると考えているのかを基

準に整理した。新ガイドラインにおいて大きな変化があった「研究倫理教育」及び「デー

タの取扱い」また、新ガイドラインで変化が見られ、立場での分類が難しかった「調査」

については区別して表に整理した。  

 

[2013 提言と新ガイドライン]	 

	 まず 4つの資料を比較すると、2013提言が最も具体的な内容になっていることに気づく。

それまでの資料では、具体的な内容に踏み込むことはなく各機関や学協会への呼びかけと

いった形式に止まっていた。この背景には 2013 年 7 月の会長談話における「これらのメッ

セージ（科学者の行動規範改定等の不正防止強化への訴え）にもかかわらず、今回の事件

（ノバルティスファーマの不正）が起きたことから、より強力な取組が必要と認識」した

という変化がある (19)。  

	 この結果、行動規範教育責任者の設置、研究機関における行動規範教育の義務化、資金

配分機関への研究費申請時の行動規範教育の義務化、データ保存の義務付け、調査が正当

な理由なく遅れた場合の措置、半数以上が外部委員の調査委員会、学協会や研究機関にお

ける明確なガバナンスの確立、科学コミュニティによる研究不正の事前・事後におけるモ
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ニタリング、国への支援要請、資金配分機関による監視と措置といった取り組みが提示さ

れている。新ガイドラインで新たに盛り込まれた内容のほとんどが 2013 提言の中で確認で

きた。提言の中では、国としての文部科学省への要請は、倫理プログラム開発への支援や、

コミュニティの取り組みに対する支援のみだが、研究資金配分機関としては、監視や措置

に取り組むべきと述べており、その結果が新ガイドラインに反映されたものだと考えられ

る。  

	 両者の間で異なる点としては、研究倫理教育の対象者として新ガイドラインでは研究支

援人材が加わっていること (24)、ガイドラインの対象が競争的資金だけではなく基盤的経費

の配分先にまで拡大したこと、不正事案を調査し公表する主体が文部科学省になったこと

があげられる。  

	 そして、このような違いがあるものの日本学術会議が提案した内容を汲む新ガイドライ

ンは、2014 年 7 月 25 日の幹事会声明において「このガイドライン案では、個々の研究者

のみならず、所属する研究機関にも不正防止の責任を果たすことを求めています。研究機

関が、そこに所属する研究者の研究活動および研究費使用において不正が生じることのな

いよう、より積極的な役割を果たすことは、不正撲滅の実を上げるために極めて重要です。

日本学術会議も、我が国の科学研究における健全性を向上させることに責任を負う立場か

ら、この考え方を支持し、研究機関等が不正防止や解明の措置をとる際に協力を惜しみま

せん。」といったように、支持が表明されている (25)。  

 

[具体化が進む 2015 回答]	 

	 2015 回答では、さらに具体性が強まった (23)。この資料は、新ガイドラインの策定にあた

り、文部科学省からの依頼に対する回答という位置付けになる。データ管理の具体的な内

容が、行政機関からの要請によって策定されたということも興味深い。ただし、研究者以

外の職員への研究倫理教育については、「望ましい」との記述となっている。  

 

[変わらない提言]	 

	 2006 声明、2004 委員会報告の資料から、研究不正に対する組織的な取組の重要性は初期

の頃から述べられていたことがわかった。また、機関内での倫理綱領の策定及び周知、倫

理教育の重要性も述べられており、決して新しい考えではないことがわかる。また、資金

配分機関による監視や措置といった責任についても 2004 年の時点で既に言及がある。この

ような点から考えると、2004 年から 2014 年までの 10 年間は行政機関による監視の強化が

猶予されていた時期と考えることもできる。更に科学コミュニティ内に研究不正を専門と

する第三者機関を設置するという意見も 2004 年から出現していることがわかる。しかし、

2004 年も 2013 年も「科学者コミュニティの実情、自律度を考慮して慎重に判断する必要

がある」とされており、この 10 年で科学コミュニティの自律度が十分な域へと達すること

はなかったことが示唆される。  
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表 8	 日本学術会議の提言内容まとめ（倫理教育・データ・その他）	 
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表 9	 日本学術会議の考えまとめ	 
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日本学術会議の資料をもとに作成 (1 5 ) ( 1 6 ) ( 2 2 ) ( 2 3 )   
 

5-3.	 中村征樹氏へのインタビュー	 

	 最後に、大阪大学全学教育推進機構准教授の中村征樹氏にインタビューを行った。方法

としては、末尾に添付するインタビューシートを配った上で、半構造化インタビューを行

った。この時の会話を録音し、文字起こしをした後に、トピック毎に整理しまとめなおし

たものを表にした（表 10）。中村氏へのインタビューからは、「研究者・科学コミュニティ

に対する考え」「現在の研究環境」「今後の研究不正への対応のあり方」についてどのよう

に考えられていたのかを聞くことができた。  

	 まず、「研究者・科学コミュニティに対する考え」では、研究者や科学コミュニティの研

究不正問題に対する自覚が乏しいと考えていることがわかった。STAP 事件での理研の対

応の遅さへの指摘は多く見られたものであったが、委員会の考えとしては、対応力や体制

の問題以前に、そもそも問題として認識する必要があると考えていたようだ。また、自己

点検委員会は第三者委員会でありながら、センター長の手が入っていることも明らかにな

った (28)。組織に対する理解の乏しさを示すとともに、自己点検委員会の資料が事件の起き

た研究者の考えを示す資料としての位置付けを持ちうることも示唆される。もう一点興味

深い点は、研究不正問題に対して大学内でも事務方と研究者の間で温度差があるというこ

とだ。あくまで中村氏ご自身の経験談ではあるが、現在の動きを見る限り十分にありえそ

うだと考えられる。  

	 「現在の研究環境」については、多くの人が指摘しているように研究者の任期付雇用を

問題としており、その話題が改革委員会でも議題にのぼっていたことがわかった。提言書

の射程を超えるため、盛り込まれてはいないが、不正対応へのルールを策定する側におい

ても、問題点として捉えられていることがわかった。また研究室制度にも変化があり、ご

自身の授業等の経験によると研究室内で研究者として身につけるべき考えやスキルが教育

されていない状況が少なからずあるようである。  

)
-‐‑‒

-‐‑‒
(

   -‐‑‒
(

( -‐‑‒

-‐‑‒

( -‐‑‒

-‐‑‒

��
-‐‑‒

�� -‐‑‒ )

-‐‑‒

(
-‐‑‒ )

-‐‑‒ (
(

-‐‑‒
-‐‑‒

-‐‑‒ (
( -‐‑‒

-‐‑‒ ����
���������	���


-‐‑‒ -‐‑‒

(

-‐‑‒
(



 
 

206 

	 最後に「研究不正への対応」については、最も大切なことは研究者コミュニティでやっ

ていくことであり、十分な仕組みができているのであれば研究機関でやる必要はないと考

えていることがわかった。しかし、研究不正がなくならず深刻化する中で、対応を強めざ

るを得ない状況があることや、学生や若手が十分に学ぶ機会を得られないことで不正を犯

してしまうリスクを持ちうる状況、不安を抱える研究者が過剰反応してしまう状況を考慮

すると最低限のことは義務化していく必要があるとの考えであった。ただ取り組みもあく

までサポートとして関与し、主体としては研究者やコミュニティによる取り組みを重視す

るという考えが浮かび上がってくる。最後にコーポレートガバナンスの考えがガイドライ

ン改定の協力者会議で話題に登ったかという質問に対しては、特に記憶になかったという

返答をいただいた。参考にはしているかもしれないが、その程度とのことであった。  

	 以上をまとめると、研究不正対策を考える側としては、科学コミュニティによる取組に

期待したいという思いがある反面、そうした取組が見られない以上、研究機関を通して一

定のルールを定めていく必要があると考えていた。そして、研究者の研究不正に対する問

題認識の低さこそが問題であると考えていた。  

表 10	 中村氏の発言（抜粋）	 

	 

B D B D B D

) C
B B B B D C

D C B B
D B D DC B D D B

D D B C
D D B D B C D

C D B
B

C C B B D D D
C B B D D D
D B

D C
B D D C D D
D D B D
D D

D B D C D B C
C B B D D D C

B ( D D B
) D C

B D
C D B B D B B B

C ) B C D
C ) B B D D D
D DC B D B D B

D B B D B
D B D D B B D

�������
�	�������



 
 

207 

	 

	 

	 

5-4.	 分析のまとめ	 

	 以上研究不正に対する文部科学省の取り組み、日本学術会議の取り組みを整理し、中村

氏へのインタビューの結果をまとめた。その中で一貫して浮かび上がってくることは、研

究者及び科学コミュニティにおける研究不正問題に対する意識の低さや取り組みの乏しさ

であった。当初新ガイドライン及び STAP 事件に対する報告書を見る限りでは、研究者個

人の取り組みや研究室という単位で取り組むという考え方と研究機関レベルでの取り組み

が対立していると考えていた。しかし、これらを分析した結果、2004 委員会報告の時点で

科学コミュニティから出た意見として、研究機関が組織的に取り組むことが重要だという

考えがあり、またこれらの研究機関に対して資金配分機関が監視する責務を持つとの認識
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があったことが確認された。さらに旧ガイドラインの議事録でも予防策を示し罰則を与え

る形で不正に取り組むことが最終手段となることが考えられている。こうした状況を考え

ると、2006 年ごろまではまだ研究者や科学コミュニティの自主的な取り組みが期待されて

いたと考えられる。しかしそれ以降も研究不正がなくなることはなく、加藤研やノバルテ

ィスファーマの事件が発生したことで、科学コミュニティの代表機関である日本学術会議

が最初に取り組み強化の必要性を感じ、具体的な対策を提示した。こうした日本学術会議

の動きとほぼ並行して、文部科学省でも研究不正への対策の検討が始まり、2013 提言の内

容が盛り込まれた新ガイドラインが STAP 事件の影響を受けて遅れながらも策定された。

その結果、行政による研究機関への監視が行われるようになり、研究倫理教育やデータ管

理について、自主的ではなく、半ば強制的に行うことが義務付けられることになった。こ

れが、日本の研究不正に対する態度や考え方の変遷の実情であると考えられる。研究機関

による取組は重視されるようになった訳ではなく、自主的なものではなくなったというの

が正しい認識であることがわかった。  

	 2006 年に自主性が期待された研究者及び科学コミュニティへの現在の評価は、研究機関

よりも自浄作用が働きにくいものであると考えられており、学協会が資格を剥奪したとし

ても効力がないとみなされていたり、ごく一部を除いて学会での動きは見られなかったり、

研究不正に対する姿勢が非常に弱いとみなされている。また、自律性についても第三者機

関を設置できる状況とは考えられておらず、2006 年の時点から変化していない。更に、研

究者と事務方の間で研究不正に対して、温度差が生じてしまっている状況が示唆された。

その原因には、研究者がごく一部だけの問題と捉えており他人事感が強いこと、また研究

倫理の教育責任者になっても本人の意識や関心が低いことが少なくないこと、組織を理解

せずに研究不正を深刻な問題として捉えていないことなどが挙げられそうだ。研究室や PI

による取り組みは当然重要だとは考えられながらも、外に対して開く必要があるものとし

て捉えられ、PI に対して期待する対策は見られない。  

	 結論としては、2006 年以降の数年間は研究者の研究不正に対する課題意識や、それに対

する研究者の方法というものに期待がかかっていた、もしくは上手くやれるかどうかの評

価を下すための期間であったと捉えられる。しかし、2014 年になりこのまま研究者やコミ

ュニティに研究不正問題を任せていると社会から科学に対する信頼が失われると危惧され

るようになり、自主的ではなく拘束力を持たせた機関を重視する取組が採用されることと

なった。しかも、この危惧は行政府だけではなく、科学者コミュニティの代表機関が率先

して表明したものであった。この 10 年間は研究者や学協会等の科学コミュニティが、行政

や日本学術会議から研究不正に対する信頼を失った期間であったと捉えてもいいのかもし

れない。これらをまとめたものを図１に示す。  

	 今回の研究では、文部科学省と日本学術会議、そして研究不正のルール作りや今後の取

り組みに携わって来られた方のお話しか聞いていないため、偏った意見になってしまって

いる可能性は否めない。実際に研究不正に取り組んでいく上では、学会レベルで取り組ん

でいる状況や、研究倫理に対する取り組みを行っている大学などの意見を聞く必要がある

と考える。しかし、少なくとも研究不正に対して危機感を持ち対策を考える側としての主

張については、ある程度接近することができたのではないかと考える。  
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図 1	 研究不正に対する動きまとめ（左 2006 年、右 2014 年）	 

 

 

6. 考察 

6-1.	 研究者や科学コミュニティの自律度の不十分さ	 

	 研究者個人やコミュニティだけに依存するのではなく、研究機関による組織的な取組を

重視するという方針が採用されたことは、科学者に委ねられていた研究不正への取組に対

する行政の介入が強まっていることを意味している。その裏には、研究者個人やコミュニ

ティの問題であると認め、彼らによる取組によって健全化が図られるという希望を描いた

2006 年の信頼が失われつつあることが分かった。今回採用された新ガイドラインの内容は、

ほぼ日本学術会議の 2013 提言と一致している。このことから考えると、兼ねてより議論に

登場する第三者機関を科学コミュニティ内に設置することが可能なほどに科学コミュニテ

ィの実情や自律度が成熟していれば、行政による監視や取組ではなく、コミュニティに設

置された第三者機関によって研究の健全化が図られるという方針が採用されていたのかも

しれない。しかし現実は、行政による監視が採用され、日本学術会議もこれを支持してい

る。私は、このような方針の是非を問いたいわけではない。実際履行状況調査では、かな

り科学コミュニティを尊重する慎重な議論がされていることも分かっており、この方針に

よって研究が健全化することを期待したいと考えている。ただ、方針の是非とは関係なく、

状況は間違いなく研究者や科学コミュニティの問題意識の低さや自律度の不十分さを指し

示している。  

 
6-2.	 職能共同体としての責任から説明責任へ	 

	 「科学的知識の品質管理に関わる問題は、基本的には科学者共同体内部を律する責任」

であると考えられている (29)。「研究の自由と自主性を守る」ためには、「科学が社会との間

の信頼を維持する」ことが重要であり、そのためには「コミュニティ内部を自ら律する必

要性」があるからであり、本来「共同体のなかで閉じる形の責任」だと考えられている。

著書の中でこうした責任の由来を、企業の社会的責任（CSR）と対比して、雇用関係とは

別に存在する「職能共同体」の責任として扱っている。新ガイドラインでは、あくまで研

究者や科学コミュニティの自律を基本としており、またデータ管理の根拠や内容、倫理教
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育の内容等は科学コミュニティに委ねているため、共同体内部で取り組まれるものとして

扱っていると考えられる。しかし、その取組方には、文部科学省からの監視が加わり、ペ

ナルティまで付加されたことから、自主的なものとは呼べないものになっている。さらに、

このガイドラインの範囲が文部科学省から予算配分を受けていることを条件としてあるこ

とを考えると、研究不正への取組が、職能共同体の責任としてではなく、雇用関係による

ものとまでは言えないまでも、説明責任によって成されるものという位置付けに変化して

いると考えられる。研究不正に取り組むべきとする責任の源泉が変化しているのである。  

 
6-3.	 職能共同体（＝専門職集団）としての意識とその地位への自覚	 

	 従来の研究不正への取組において期待されていた職能共同体（＝専門職集団）という意

識は、どのようにして生じてくるものなのか。技術者倫理の成立に関する歴史的な考察が

ヒントになると思われる (30)。まず、専門職集団としての意識が高いとされるアメリカでは、

技術者倫理が、専門職としてふさわしい地位を確立するために、技術者自ら倫理綱領を策

定し行動規範を明示したという歴史的背景を持つ。そのため、その後も専門職としての責

任が強調される形で技術者倫理が発展してきた。一方技術者教育において専門職集団とい

う概念が希薄とされるフランスでは、世界中で最も技術者の地位が高いとの調査もあると

される。しかし、歴史的には技術者が自らの社会的地位の向上に苦慮する必要はなかった。

そして、日本は技術業に関して専門職集団という概念が希薄であるとされる。その歴史的

背景には、工学系学協会が、同窓会として設立されたという歴史的経緯があり、それゆえ

プロフェッショナルソサイエティではなくアカデミックソサイエティとしての機能が強い

ためだと考察されている。これらを踏まえると、職能共同体としての意識は、専門職とし

ての地位と関わっていると考えられる。そして、それは単に地位が高いというだけではな

く、地位への自覚が重要なのではないかと推測される。  

 
6-4.	 研究者の地位	 

	 日本における研究不正への取組は、職能共同体としての責任ではなく、説明責任によっ

て行われるものとして形を変えつつある。両者共に、科学技術への信頼を守ることを目的

としていることは共通しているが、自主性という観点で異なる。このような状態になった

理由には、研究者が専門職としての地位を持つという意識が希薄であるためではないかと

推測される。この原因が、日本の研究者に十分な地位が与えられていないために生じてい

るものなのか、地位が与えられていながらも低いと認識しているために生じているものな

のか、そもそも専門職としての地位という考えすら持たないためなのかは分からない。し

かし、今後この地位（権利と言ってもよいのかもしれない）をどのように位置付け、扱っ

ていくのかを考えていくことは重要であると考える。  
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7. 結論論 

	 以上、日本における研究不正への取組に関する考え方や姿勢を分析してきた。2014 年

の新ガイドライン策定により、研究者や科学コミュニティの自律作用だけではなく、研究

機関に対して行政が監視を行うことで確実に実施させるという方針に転換した。しかし行

政は最初から研究者や科学コミュニティへの信頼を持っていなかったわけではない。むし

ろ 2006 年では自主的な取組に期待しており、旧ガイドライン策定のための会議では関与に

ためらいがあること、できるだけ研究者の自主性や自律性に期待することが議事録に残さ

れている。そもそもガイドライン策定の背景に、「総合科学技術会議からの指令もあり」、

「対外的な研究政策を持っている側の責任としても必要になった」ためだという状況が述

べられており、研究不正に関与することに消極的であったことがわかる。しかしその後の

研究不正事件の続発により、改めて取組を始める方針を決め、日本学術会議が同様の危機

感から報告した提言の内容を多分に含む新ガイドラインが策定された。このような背景を

考慮すると、行政は干渉を強めながらも、科学コミュニティに対しては意向を尊重してい

るともいえる。第 3 節で触れた小林氏は、理想的な状態を前提にしていることや、データ

管理の重要性を規範に求めることで研究者コミュニティの自律性に行政が干渉していると

いった問題を指摘していた。しかし、これらは研究者コミュニティへの干渉に謙虚である

が故に生まれた問題だとも考えられる。  

	 研究不正が発生してしまう大きな原因としては、木原氏が指摘する通り競争的環境等が

あることは、それらについて 2006 年から議事等のなかで確認され続けていることからも間

違いないだろう。こうした競争的環境に大きな影響を与えていると考えられる国立大学法

人化は 2004 年の出来事であり、2006 年以上に 2014 年には環境の激化が生じていることも

十分にありうる。そのため、競争的環境をどうするかについて十分考えていくことは当然

重要である。また、2011 年の東日本大震災により科学への信頼が失われたことや、研究分

野以外での捏造事件等のメディア露出による国民の関心の高まり、コンプライアンス意識

が重視されるようになったこと等、2006 年から 2014 年の間に生じた様々な出来事が絡み

合った上で研究不正問題へと影響を与えていることも間違いないだろう。しかし、発生す

る研究不正への自主的な取組が不十分であると認識され、研究者や科学コミュニティが信

頼を失いつつあるという事実は、日本の研究者が職能共同体として自律的にやっていくこ

とは無理なのではないかという印象を社会に与えてしまっている。これは単に競争的環境

等の社会的要因のせいだけにはできないのではないだろうか。この原因を全て研究者に帰

するのは当然ナンセンスであり、十分な地位を与えられていない可能性や、地位が低いと

思わせてしまう環境要因があることも否定できない。また、そもそも研究者だけでは対処

しきれない問題になっているのかもしれない。しかし、研究不正の問題はあくまで内部規

律の問題である。どのような状況であろうとも、一人一人が他人事ではなく自分達の問題

として自覚を持ち、研究者自らが率先して取り組んでいくのだということを示すことが、

環境等を改善していくことにも繋がっていくのではないだろうか。どのような状況であろ

うとも科学者は社会から見られている。そのまなざしを捉え、どう応えていくのか、科学

者にはそうした姿勢が求められているのだろう。  
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8. あとがき 

	 私は当初、STAP 事件がマスコミ等で大きく取り上げられたのを見て、この事件を考察

することで、科学に対して他の研究者や行政、経営者やお茶の間がどういった意見を持つ

のかを分析し、自分自身が”世間”と呼ばれるものとどれくらいズレた考えを持っているの

かを知ることができると考えていた。しかしここで考えていたズレとは、あくまで悪いも

のとしてのズレであり、自分自身が研究者以外の人と話す上で障壁になるであろうものと

して捉えており、そうしたズレを修正したいとの思いであった。当初この事件で一番問題

なのは、周りの研究を行っている友人や研究室の人たちと同じように、小保方氏の杜撰な

知識や実験にあると考えていたし、その後の e-learning の義務化などはいい迷惑だと考え

ていた。理研と東大の両方に所属する研究室では、データ保存の手間が増えたという話を

耳に挟んだりして気の毒だと思ったこともあり、こうした不正の問題に対して他人事のよ

うに考えていた。問題ある個人の失態を全体に拡大することをいい迷惑にも感じていた。

しかし、この研究を進めていくうちに、こうした考え方こそが問題であり、自分が世間か

らズレていることを心配するのではなく、自分自身が世間からズレていないことこそが問

題になるのだと気付かされた。研究を行うということは、学生でありながらも研究者にな

るということである。この研究者というものは、研究という専門職に従事する者であり、

世間一般の人とは異なり、専門職集団としての規範を持つことが求められる。そのため、

集団としての地位を守るために世間と同じように他人事のように捉えてはいけない。つま

り、世間の人と同等の考えではダメで、特殊な集団としてズレた考えを持たなければなら

ない。研究者が社会に対して意見を発信し、より開けた存在になることは良いことだと思

う。しかし、研究者はあくまで研究者である必要があり、一般人が研究をしているという

状況では無法地帯に陥る可能性もあるのではないだろうか。こう考えると、インタープリ

ターという存在は重要である。世間との間に潜在的に存在するズレを知り、両者を結ぶ存

在は、このズレが失われてはならないものである以上、必ず必要な存在になるからである。  
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附録 

中村氏へのインタビューシート	 

	 

問題意識及び疑問点	 

「科学者、研究者による組織」 に興味がある。最近の政府からの資料や STAP の提言
書をみていても「組織」という言葉がたくさん出てきており、研究者の組織化が強く

求められていると感じるが、果たして組織的に動けるものなのだろうか？そのために

はどうしたら良いのだろうか？  
 
質問	 

・	 改革委員会の提言では、組織的な取り組みを強化する提言がなされており、それは

従来の科学者がやってきた PI 重視の取り組みや研究者個人に依存するという感覚
とは違った方向性だと思いますが、なぜ組織強化（特に組織としての責任の明確化）

の方向性で不正対応を行おうという考えが支配的になってきているのか？その中

で、研究者コミュニティとの関わりはどうしていくべきだと考えているのか？  
・	 こうした流れの一つは、文科省のガイドラインに見られていてその検討会にも参加

されていましたが、どういった意見が出ていたのか？  
・	 「オーナーシップの希薄な組織カルチャー(改革委員会の提言より)」は、組織由来
なのか研究者由来なのか？組織の体制を確立させれば変わるものなのだろう

か？？  
＊STAP の大きな原因は「採用プロセス」「討論の機会の欠損」「データ管理体制の
不備」と捉えており、それらの原因は組織の体制や雰囲気にあると結論付けていた

が、さらに一歩踏み込んでその原因を考えるとどうなると考えているか？？  
・	 研究者集団による組織対応は可能だと思うか？また、どうすれば可能だと思うか？  
「責任」があるということは、責任を取る必要もあるけれど、「研究者として」優

秀な人を管理の失敗で辞任させることの是非等が問題になるのでは？ (川合先生が
朝日の記事で答えていた) 
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インタープリター養成プログラムを受講して 

	 この一年半は、とにかくたくさんのことを考え、話をした時間でした。その中で最も良

かったと思っていることは、多様な他者の意見に触れることができたことだと思います。

インプリ内のほとんどの授業で求められるレポートやプレゼンテーションは、作りっぱな

しで終わらずに、必ずみんなからのフィードバックをもらえます。同時に、自分も相手の

レポート等に対して気になる点や疑問点をぶつけられます。このようなやりとりは毎回白

熱して、１時間以上延長してしまった授業後に夕飯を食べに行ってもまだやっているとい

うようなこともありました。こうした経験は新鮮で衝撃的でした。学部・大学院と授業を

受けてきましたが、議論だけで終わっていく授業は一度も経験したことがなかったと思い

ます。講義を提供されているというよりも空間を提供してもらっている感覚でした。こう

したことができる背景には、学生と同じ目線で議論に参加してくださる先生方や、本専攻

で忙しいにも関わらず副専攻を受講するという特異な学生、少人数のクラス等々様々なこ

とがあると思います。単に議論だけを目的としたクラスだったわけではなく、みんなが興

味をもっていたために知っている知識があったことや、脱線しようとして脱線していたわ

けではなかったことが大切で、デザインしようとしてできるものではないように思われ、

なおさら貴重な体験だったと思っています。ただ、大学院の副専攻という位置付けにあり、

必ずしも将来の仕事に役立つわけでもなく、お金がもらえるわけでもないのに自主的にで

しか参加できないものとして成立していることが重要なのではないかと漠然と考えていま

す。そして、このようなプログラムを修了できて良かったと思っています。  

	 インタープリターとは、という質問にはっきりと答えられる自信はまだありません。た

だ授業等を通して、どんな時でも相手に敬意を払うことができる人でありたいと考えてい

ます。単に相手の発言や行動から判断するのではなく、なぜそうするのかということまで

考えを廻らせたり、直接相手の話に耳を傾け聞き出したりできることが重要なのだと思い

ます。最終的には自分の持つ価値観でしか判断できないため、日頃からいろいろと考える

ことも大切にしたいと思っています。自分の考えと他者の意見との間で適切なバランスを

見極められるようになりたいと考えています。  

	 以上、インプリを通して感じたことを書かせていただきました。こんなことを言うのは

簡単だろうという気がします。全くその通りだと思います。これから先はこうした言葉に

説得力を持たせられるよう実体のある取組に携わっていきたいと思います。  

 


